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罪をおかした少年・保護者に対する

日弁連の聴き取り調査の報告

弁護士 斎 藤 義

2 0 0 1年 1 1月 8 日に奈良市で開催された日弁連人権大会シンポ

ジウム「少年犯罪の背景・要因と教育改革を考える」に向けて、日

弁連は、全国の罪をおかした少年、その保護者、および付添人に対

する聴 き取 りアンケー トを実施 しま した。一 つの事件 ご とに、少 年、

保護者、付添人弁護士 3 者の声を収集するという手法は、これまで

例がないものです。あわせて、大阪と奈良の高校2 年生を対象とす

るア ンケー トを行 いま した 。

聴き取り調査の項目は、家庭、学校、地域での生活体験、生育歴、

非行原因 と して思 いあた る ことな ど、きわ めて広範 囲 に及 んで いま

す。

調 査結果 は、 シンポ当 日に発 表 し、近 く出版す る予定 にな って い

ます 。

調査結果のうちのいくつかの特徴的なものを紹介します。

1 ．家庭と非行との関係では、罪をおかした少年群に、一般高校生

群と比べて被虐待経験者が多 く認められました。罪をおかした少

年の約 6 割は何 らかの虐待を受けていま した。罪をおか した少年

のうちでも、 2 回以上家庭裁判所に送致された少年 （立ち直りに

時間がかかる少年）に、被虐待経験の割合がより高く認められま

した。

重大な少年事件の多くは、幼児期から人格が尊重されず、ある

い は自己の 感情 を抑 制 して 「良 い子」 を演ず る ことを強 い られた

子 どもの S O S であ ることが裏 付け られた と思 います 。

また、暮 らし向きが裕福でない家庭の子どもに、被虐待経験率

が高く認め られま した。構造的な困難を抱えた家庭に対する社会

的サ ポー トが重要 です 。

2 ∴親の子育て方針とそれを受けた子どもの認識、そして非行との

関 係 を分析 す る と、親 は 「厳 格 に しつ けた 」 と答 え、 子 ど もは

「虐待を受けた」 と回答 している群に、最も多く非行が発生して

い ます 。

しつ けは大切 です。 しか し、親 は厳 しく しつ けたと考 えて いて

も、子どもが虐待と受け止めたのでは、全 くの逆効果です。つま

り、大 人が一方 的な考 えを子 ども に押 し付 けるの ではな く、子 ど

もの人格を尊重 し、子どもの意見を聴き納得を得ながら、子ども

にとっての最善の利益を探るという方向へ、大人の子育て胡を転

換 する ことが求 め られ ていま す。大 人が変 わる ことによ って 、子

どもは大人を信頼 し、他者の存在を認め尊重 し、人間関係を形成

してい く力 を伸ばす ことが できるの です。

3 ．学校と非行との関係では、「学業成績」および「遅刻・欠席な

どの学校離脱傾向」 と非行 との関連性が、あ らためて明確になり

ま した 。「わかる 授業」 の保 障 や子 ども中 心の 学校 づ く りが大 切

であること、そのための少人数学級の実現など学校の人的・物的

房（日弁連第 4 4 国人権大会 シンポジウム実行委員長）

な態勢の整備は、非行防止の観点からも重要な施策です。

4 ．地域と非行との関係では、「地域で相談に乗ってくれる大人が

いた」と答えた非行少年ほど、同時に、「近所の噂でイヤな思い

を した」 との 回答 率が 高い とい う結果 が出 ま した 。これか らの非

行対策のなかで 「地域の一体化と連携の強化」が重視されるで し

ょう。その 際 に、「異端 を排除 するの ではな く、包容 する」「困難

を抱 えて いる家庭 を周 囲が支援 する」 とい う観点 を忘れて はな ら

な いと思い ます。

5 ．また、調査結果では、「非行の原因は何であったと思いますか」

との問いに対 し、付添人弁護士の多 くが「家庭に問題があった」

と答えているのに、犯罪少年の圧倒的多数は「意思の弱さなど、

自分に原因があった」と回答しています。少年法の下での矯正教

育 によ って 、少年 が立 ち直 った こ との反 映と も言え るで しょう。

そ して、「い じめ られてい る子が いた ら助 ける」「親の老 後の面 倒

をみる」との回答の割合は、罪をおか した少年の方が一般高校生

よ りも高か ったので す。 つま り、罪 をおか した少年 はモ ンス タ

ーではありません。自らの行為を内省する力と人並み以上の正義

感を持ってお り、大人の側が適切な援助をすれば、将来に夢を持

つて歩ん でいけ る存在で ある ことが裏付 け られ ま した。

6 ．今回の調査によって、刑罰化・厳罰化によって少年犯罪に対処

しようとする少年法の「改正」や生徒への管理を弓封 ヒする方向で

の教育改革がいかに間違ったものであるかが、あらためて明確に

な った と言 えるで しょう。
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子どもの権利委員会への第 2 国政府報告書、提出される

～子どもの実態はあいかわらず不明～

平野 裕 二 （子どもの権利条約N G O レポー ト連絡会議）

2 0 0 1 年 1 1 月 1 5 日、 日本 政府 は国連・ 子 どもの権 利 委

員会 に対す る第2 回政 府 報告書 を提 出 した 。本来の 期限 であ

る5 月2 1 日か ら約半年遅 れでの提出である。報告書全文は外務

省の ウ ェブサ イ ト（h tt p ：／／W W W ．m O fa ．g o ．jp ／m o fa j／g a iko

／jid o ／0 1 1 1／in d ex ．htm l） に掲載 されて いる （以下 、〔 〕

内の数字 は報告 書のパ ラグラ フ番 号）。

第2 回政府報告書は、子どもの権利委員会の定期報告書ガ

イドライ ンの形式 にお おむね 沿 った もので ある。第 1 同報 告

書に比べ、各分 野の説 明は相対 的 に詳 しくな ってお り、デー

タも充実 して いる。

条約の規定の 理解 について も、い くつかの点 で前 進が見 ら

れた。た とえ ば、 1 2 条の 見 出 しを 「意見 表明 の機会」 か ら

「 児童の意見の尊重」に改めるとともに、政策立案への子ど

もの意 見表明・ 参加 について積 極的な認 識を示 した ことな ど

は評価 できよ う。

しか し、前 回の報告書 がは らんでい た問王遠点 はほ とん ど克

服されていな いのも事実 である 。と くに以下の よ うな 問題 が

ある。

（ a ）子どもの権利保障の実態も今後の展望も見えない

以前 と して 法律 ・制 度・ 行 政 措置 の羅 列 と い う性格 が強

く、子 どもの権 利保障の 実態が浮 かび上 が って こない。 デー

タが多少 充実 した といっても、肝心 のデー タは記載 されな い

ままである。差 別の実態 を示す データが いったい掲 げ られ て

いな いこと、児 童福祉施 設や学校 にお ける体 罰の件数 も示 さ

れて いな い こと、い じめ・ 不登校の 件数 も含 め教育分 野 に関

する デー タが 著 しく不 足 してい る こ とな ど は、第 1 回審 査

（ 19 9 8 年5 月 ） で これ らの問題 に焦点 が当て られ た ことを

踏まえれ ば、意 図的な実態 隠 しと解釈 されても やむをえ まい。

その他の さ まざまな分野 でも充分 なデー タが示さ れていな

いため 、実 際 に子 どもの権 利が どの ぐらい保 障され ているの

か、 これ まで とられてきた措 置が どの ぐらい効果的だ ったの

かを評価す る ことが不 可能 にな ってい る。

（ b ）依然 と して条約 に関 する無理解 が残 っている

条約の規定 を充分 に理解 していない と思われ る記述 が少 な

くない。 と くに3 条 （子 どもの最 善の利 益）、3 条・ 4 条 （経

済政策にお ける子 どもの最善の利 益の考慮 ）、 1 2 条 （子 ども

の意見 の尊 重 ／子 ども参 加）、子 ども の市 民 的 自由 （ 13 ～

薫別こ対 す る援助 （5 条・ 1 8 条 ）な ど につい て、 こ

子ども の権 利条 約 第 59号 ・．200 1年 12 月20 日号

虹芸

のことが指摘できる。3 1条 （休息・余暇等への権利）につ

いても 、スポー ツ振 興や文 化・ レク リエー シ ョン施 設 につい

ては説明されているが、肝心の休息・余暇・遊びへの権利に

ついて はま った く報告さ れていな い。また 、さま ざまな分 野

で警察の役 割が前面 に押 し出され ているの も気 にな る ところ

である。

（ c ）子どもの権利委員会の提案・勧告に誠実に応答 してい

ない

報告書全 体を通 じ、委員 会に よる前回の勧 告 には っき りと

言及 してい るの は ごくわず かな 箇所 のみ であ る。そ のた め 、

関係 省庁 が委員会 の勧告 をどの ように受 けとめ、実 施 して き

たかが理解 できな い。 とくに、前 回の審査 でかな り問題 にさ

れた在 日コ リア ンの 子 どもについ て一言も言及 され ていな い

のは異常である。委員会の勧告を念頭に置いて記述されたと

思われる箇所でも、充分な反論・応答にはな っていない。こ

うした姿勢は、報告制度の趣旨である建設的対話の精神を踏

みに じる ものである 。

（ d ）ま った く、 または不 充分 に しか触 れ られて いな い事項

が まだまだあ る

報告書全体を通 じて、外国人など権利侵害を受けやすい立

場に置かれ たグルー プヘの配 慮が希薄 であ る。また 、と くに

教育分野について、教育改革国民会議の最終報告をはじめと

するこの間 に生 じた変化 が充分 に記述され ていな い。その他 、

（ 充分 に） 取 り上 げ られて いない問題 が多数存在 する 。

このよ うに、第 2 回政 府報告 書も、子 どもの権 利委 員会が

日本の 状況 を効果的 に審 査す るのに充分 に役立 つと はいえな

い。そのため、委員会への情報提供の面で N G O の果たす役

割は依 然 と して重 要 であ る。 報 告書 の審 査 は い まの と ころ

2 0 0 3 年 9 ～ 1 0 月 か2 0 0 4 年 1 月 の会 期で行 なわ れ る見込

みで あ り、子 どもの権利 条約 N G O レポー ト連絡 会議 と して

も検証 活動や N G O レポー トの作成 に力 を注いでい きたい。

＊報告書 の詳 しい評価 につい ては、子 どもの人権 連 『いんふ

おめ － しょん 子 どもの 人権 達 』第 7 7 号 ・ 2 0 0 1 年 1 2

月 号参照 。子どもの 権利条 約 N G O レポー ト連 絡会議 につ

いて は平野 （y u jih ira no ＠n ifty ．c o m ／ Fa x ．0 3 －5 18 ト

3 4 5 5 ）まで。



世田谷区子 ども条例 にみる

子 ども観の変化

～な にによ って変 え られたの か～

渡 辺 伸 江 （子育ち支援の任意団体代表）

1 ．子どもによる報告書 『はじめの一歩』作成

「『世 田谷 は、お まえ ら （大 人） のす きには させ な い ！』

『世田谷 区は よい町か ？確 か にいい町 か も しれ ない。 で も、 これ

で いいのか ？』

私 たち は数 回 にお よぶ この会議 の中で一 人一 人が真剣 に世 田谷 を

変 えよ うと話 し合 って きま した。教 育、環境 、家庭 、福祉 、地域 社

会の 5 つ の観点 か ら くも りな き限 （ま なこ）で見 定め、 世田谷 が よ

り よ き 町 に な る よ う に願 う私 た ち の ホ ン ネ を 聞 い て くだ さ い 。

教 育、環 境、家 庭、福 祉、 地域社 会 につ いて、 もっとた くさんの

人が興 味 を もって くれ る とうれ しいで す。『こ の声 は過去 に向 けた

もので はな く、未 来 を変 えるべ く立 ち上が っ た僕 らの は じめ の一歩

だ ！！』子 ども と して の意 見 で はな く、 “一 世 田谷 区民 ”の 意見 と

して 、 真 剣 に考 え た も の な の で 、 ち ゃん と 聞 い て 下 さい 。」

これ は 、世田 谷区 の子 ども を取 り巻 く環境 につ いて 、「子 どもの

ための 条例を つ くる と した ら」 な どをテー マに、 区内の中・ 高校生

が4 0 人近 く集 ま り話 し合 ってま とめた報 告書 『は じめ の一歩 』の

は じめの言 葉です 。

私は青少年問題協議委員の公募区民として子ども条例のたたき台

をつ くる小委 員会 5 人の うちの一 人 とい う立 場で 、オ ブザーバ ー と

して この 会議 に参 加で きま した 。若者の 鋭い視 点や優 しさ 、達 しさ

に触れ られ、実 りある 時間で した 。最初 の回 はお とな も意見 を述べ

ま した が、2 回 目か ら、報告 書 をまとめ るま で子 ども 自身で行 われ

たので す 。 1 2 月 か ら2 月 とい う寒 い 時期 で大 雪の 日もあ りま した

が多数が参加 していたのが印象的です。

2 ． F子ども条例にも りこぢペき要点』作成

この報告書に寄せた子どもの思いも受けて、平成 10 年区の策定

した 『子 どもを取 り巻 く環 境整備 プラ ン』の 、子 ども は「自 ら育つ」

存在 であ り、「子育 ち」 を支援 する とい う視 点を も とに、私 達小 委

員会 も半年 をかけ、5 月 は じめに 『子 ども条例 にも りこむべき要 点』

をま とめま した。そ こには、子 どもの 自 己実 現や権 利擁 護が保 障さ

れた状 態であ るウ エル ビーイ ングを基 本的考 え と した上 で、子 ども

の基本 的権利 を 「子 どもは～す る ことがで きる」 とい う表現で 明記

し、その権利を保障するために区、学校を含む子ども施設、家庭、

地域、事業者のすべきこと、権利の実現方法、オンブスパーソンも

含む権利擁護の方法、今後の条例に関する意見、そ して『はじめの

一歩』を要約 したものが書かれています。

3 ．世田谷区へ『要点』提言

『要点』は青少年問∃頭協議委員会（自民、公明、民主、共産党の

区議会議員4 名、区以外の子ども関連の行政機関5 名、学識経験者

3 名、子どもにかかわる区内の組織の各代表6 名、公募区民2 名で

構成）に提案され、ごく一部の表現が修正されたのみで『要点』は

5 月半ば委員会 と して 区に提言 されま した。

4 ．その後の経過

小委員会では、世代、性、立場を越え、『プラン』の子ども観を

共有 し「条例 をたん なるス ロー ガンに しな い」 を合言葉 に、子 ども

の権利 をさ らに実現 でき る世 田谷 区を 目指 して 、話 し合 いや作 業が

誠実 に しかも楽 しく行 われ ま した。 区役所 の担当 の方 も、縦割 りを

常とする行政のなかで、教育委員会、福祉保健、区民生活の三部局

にまたが る条例 なの でた いへ ん苦 労な さ って い ま した が 、『は じめ

の一 歩 』の 冒頭 「お ま え らのす き に はさ せな い」 とい う表 現さ え

「 子 どもの ま とめた もの だか ら」 と子 どもの 意思 を尊重 しよ うとす

る姿勢 を持 ってい らっ しゃい ま した 。実は この表現 は織 田裕二が ド

ー
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ラマのな かで言 ったせ りJ了lを真似 たもの で、小委 員会 でも ここは誤

解 を うむ ので はとい う論 議 がされ ま した が、子 どもの意 思を曲 げな

い ため配布 時 には区役所 の方 が説明 をす るとい うことで そのま ま残

したのです 。

こんな出来事もあったので、委員会の子ども条例に関 しての権限

と責任は『要点』まででした。条例は、最終的に区が作成 し、条例

文として合 うように文書課が作業に加わる事や、三部局の協議、区

議会の各党の意見によって最終的な条例がつくられる事は説明され

ま した。種 々の制約 に よる変化 はある と予想 してい ま した が、子 ど

もの意思は尊重されると期待 していたのです。しか し－ 。区が一

度決定 した『プラン』の子ども観を根底から変えるとは、想像もし

ません で した 。

5 ．ね じ曲 げ られた 『は じめの一 歩 』

1 0 月半ば、ある議員から条例の F素案 j を見せてもらい、本当

にび っく りしま した。「子 どもた ちは ～社会 の 一員 と して ～責任 を

はた さねばな らない」「社会 にお ける決 ま りごとや役割 りを 自覚 し」

とい う言 葉を含 む前文 。主語 の ほとん どはお とな 側で あ り唯一子 ど

もも主語 と して読む ことが できる 又は 「だれで あ って もい じめ を し

てはな りませ ん」 とい う禁止 事項の み。全 体 を通 して子 どもが小 さ

くそぎ 落 とされ 、お とな の権 限が強 め られ た、「こ どもは 自力で は

権利を護 れな い、だ か らお とな に任 せな さい」 とい うイ メージが感

じられ ま した。私 には 『は じめの 一歩 』の子 ど もたちの 力や期 待 、

可能性、おとなへの信頼まで曲げられた気がしま した。（F素案J だ

けを始めて 読む方 は気づ きに くい かも しれ ませんが・ ・ ）

6 ．18 0 0 方向転換 した条例『素案』一真相は薮の中一

次 の 日か ら私 は訳を知 りた く、知 り合いの 区議会 議員や担 当の役

所の方にお話 しを伺い、私も疑問を投げかけました。わかった事は、

『素案』の前の F大綱』が9 月はじめに≡部局、協議の うえ各党 に

示され てお り、『大 網 』も 「子 ども は～で きる」 とい う表 現が あ り

ませ んが 、未だ子 ども観 が rプランj と同 じで ある事 。そ して F大

綱j が示されたわずか2 5 日後には前文に社会的責任を果たす、社

会的役割、いじめの禁止と子どもは管理 し、教え込まなければとい

う逆の子ども朝にな っている『素案』に変わっている事。なぜ子ど

もプ ランか ら続 いて きた区 の理念 が急 に逆 にな ったのか 。とさ らに

わか らな い ことが増 え て しまい ま した 。（実 は これ らの疑 問は議 決

され た今 も舅置問の まま です。） rプラ ンj、 r要 点J、『大綱 J、 r素案 j

がつなが らずブ ラ ックボ ックス にな って しま ったの です。

7 ．気が力lりな素案内容一区に F意見書j 提出一

決め方より気にかかったのは、この F素案 j が子どもの権利を擁

護しているかの点で した。例えば『要点 j では、意見表明権が全て

の場で保障されていたが、F素案』ではこども会議の場に限定され

ている とい う誤 解が生 じそ うであ る等 い くつか気 になる点 があ りま

した。条例『素案』の点検作業中、幸い喜多先生方から区に r意見

書』が出され、被害を受けている子どもの人権にかかわる重要なご

指摘を受けることができ、青少年問題協議委員の有志が、良心と子

どもへの責任か ら『要点』にあった、「子どもは心身への暴力・ 虐

待～を受 ける ことな く安心で きる場所 で生活 する ことが できる」 と

いう意見書 を出 すこ とができ ま した 。条例 には反映 され ませんで し

たが、区の子どもに人権、権利の啓蒙を促すことができるような手

段をとるという提案が有志にされています。

おとなも尊厳、寛容、自由平等及び連帯の精神理念をわきまえ、

区役所の方と今後も子どもの権利を実現できるように、施策やあら

ゆる手 段で協力 して いきたい と決意 しています 。

これらの『はじめの一歩J『子ども条例に盛り込むべき要点 J r意見

書J『素案J『大網 J などはこのホームページで見ることができます。

h t tp ：／／W W W ．n e ．jp ／a s a h i／S e ta g a y a－k u g ik a i／m u t o u h a －

S h jm in／k oJ o u「e i．h tm
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国連・ 子どもの権利委員会、

家庭・学校における子どもへの暴力について勧告を採択

平 野 裕 二（A R C代表）

国連・子どもの権利委員会は、2 0 0 1年 9 月 2 8 日（第2 8 会期）、

「 家庭および学校における子どもへの暴力」をテーマとする一般的

討議 を 開催 し、 そ こで の 討 議 をも と に4 5 項 目の 勧 告 を採 択 した

（1 0 月 1 2 日）。「子 ども に対 する 国家の 暴力」 を テー マと した昨年

の一般的討議（本誌5 3 胃参照）にひきつづき、子どもに対する暴

力について 2 度目の討議・勧告が行なわれたことになる。

く勧告の概要＞

今回の勧告は、「指導原理」「国際的レベル」「立法の見直 し」「防

止：意識啓発、感受性の増進および訓練」「防止および保護のため

のその他の戦略」「監視および苦情申立ての機構」「調整および資源」

「 市民社会の役割」の各項目に分かれている。昨年の勧告と共通す

る部分も少な くない。以下、今回の勧告の要点を簡単に述べる。

（ 勧告の全訳および詳 しい解説は子どもの人権連 Fいんふおめ一 し

ょん 子どもの人権連 J 第7 7 号・ 2 0 0 1年 1 2 月号参照。また、ク

レヨンハ ウス刊 『月刊子 ども論 』2 0 0 2 年 1 月号巻頭 特集 「子 ども

たちは、暴力のさ中にいる ！」も参照。）

（ a ）しつけや規律の維持のために行なわれる体罰も含むあらゆる

形態の暴力が、たとえ軽いものであっても、法律で禁止されな

けれ ばな らな い。すで に約 1 0 力＼国 が この よ うな法 律を制 定 して

いる（前掲 r月刊子ども論』参照）。

（ b ）家庭・学校における子どもへの暴力に関する明確な政策を採

択 する ととも に、「子 どもに対 する暴力 が受け 入れ られな い こと」

について意識啓発を進めなければならない。

（ c ）教職員その他の専門家は、適切な資格要件にもとづいて採用

され、非暴力的な規律の維持の方法、暴力の発見・評価、被害

を受けた子どもの取扱い等について訓練を受けなければな らな

い。同時に、このよ うな専門家の地位、報奨、労働環境等を向

上 させる ことも必要 で衣iる。

（ d ）子どもへの暴力を防止・保護するための戦略を立案するにあ

たっては、子 どもの属性によって被害の受けやすさや暴力の態

様 に違 いがあ る ことが 考慮 にい れ られな けれ ばな らな い。 ジ ェ

ンダー差別、人種差別をはじめとする差別の問題に適切な注意

を向ける ことが必要で ある。

（ e ）監視・苦情申立てのための適切な機構が設けられなければな

らない。加害者への対応は介入・処罰だけではなく支援・援助

も 目的 と しな けれ ばな らな いが 、相当 な場 合 には停 職・ 解雇 ・

刑事告発の対象とすることも含めて適切な形で責任を問 う必要

がある。子どもに対する暴力犯罪で有罪とされた者は、子ども

にサ ー ビスを 提供 する施 設 で働 けない よ うにさ れな けれ ばな ら

ない。

』）
子どもへの暴力について考えるさいには「子どもたち自身の

子ど もの権 利条 約 第 59号 ・2 00 1年 12 月20 日号

経験が決定的な出発点および参照枠組みとされる」べきであ り、

子どもへの暴力に関する行動においては意味のある子ども参加

が 推進 され な ければ な らない 。 とくに学 校 にお ける 参加 につ い

ては以下のような勧告が行なわれている（3 1項）。

「委員会は、学校における意思決定への関与および参加を拡大す

る必 要 があ る ことに正 当な 注意 が向 け られるべ き こ とを勧 告す

る。たとえば生徒会を通 じておよび学校委員会の構成に適切な

代表を任命することを通 じて親および生徒が運営過程 （規則の

策定および規律の維持の監視を含む）に関与することは、効果

的な防止戦略を立案すること、および、いわゆる規律の維持の

形をとつた暴力および生徒間の暴力のいずれをも抑制するよう

な前 向き な雰 囲気 を学校 で創 り出す こ とに貢 献 しうる もの であ

る」

（g ）子どもへの暴力の問王琶に対応するための行動計画が作成され、

さまざまな機関の活動の調整、充分な資源の配分が確保されな

ければな らない。 N G O その他の市民社会組織の役割も重要で

ある 。

＜ 国際レベルでの研究＞

以上のような勧告に加え、国連事務総長が子どもに対する暴力に

ついての「詳細な国際的研究」を実施することも．求められた。この

要請が国連総会の承認を得れば、国連事務総長に任命された専門家

が実際の作業を行なうことになる。実現すれば、国際的に大きなイ

ンパ ク トを及 ぼす ことにな ろう。

なお、子どもに対する暴力の問題に関する国際的な情報交換の窓

口と して、「子 どもの あ らゆ る体罰を終 わ らせ るための グローバ ル ・

イニシア チブ」（h tt p：／／W W W ．e n d c o「P O ra 】p u n is h m e n t．0 rg／）も、

国際 N G O の手 で開 設さ れた （2 0 0 1年 4 月 ）。 この よ う に、子 ど

もに対す る暴力の 問是喜は国際的 な関心事 とな って お り、 日本で も総

合的な と りくみ が求め られる 。

0 ＿ ′ 一【 、 C

し

q
0 ノ▲i 途 q

盲

●

● ●

●

つっ 0

0 0

金
¢

0
0

（ J



子ども参加を支援するおとなたちへ

～ よ りよいサポー トのための ヒン ト～ く3 〉

山 本 克

“子どもの活動を支援するおとな”（以下、サポーター）は、ど

のように子どもたちの活動を展開すべきか。

連載の第 1回では ‘‘子どもとおとなの関係”について、第2 回では

山活動 をデザ イ ンす るこ と” につい て述 べた 。子 ども 参加 を実現 し

ようとする組織は、長期的な展望を持ちながらも、 1年間の活動計

画を立て、その 1 つ 1つの活動を実施している。前回、プログラム

は目標を達成するための具体的な活動の配列や しかけであり、ひと

つひとつ活 動をア クテ ィビテ ィと呼 ぶと説 明を したが、 議会 ジュニ

ア（滋賀県近 江八幡 市、ハ ー トラン ドは ちまん議会 ジ ュニア）では、

この 活動 をワー クシ ョップに よ って実 施 している 。この ワー クシ ョ

ップは、参加型体験学習法であり、まさに子どもたちが主体性を持

つて相互 に学びあ う場 をつ くるこ とが可 能で ある。 ワー クシ ョップ

とい う手法 につい ての細 かな解 説は後 にす ると して 、この 学びの 場

をうま く作 り出すため の ヒン トを述べ てみよ う。

ヒン ト7 ．体験 学習 と体漢 学習法 は全然 違 うとい うこ とをお

となが理解 しよ う

最近、小中学校における授業で、車イス体験や高齢者体験を実施

する事例をよく見かける。教室で若〒の知識を伝え、町へ出て車イ

スに乗ってみる。何気なく通っていた歩道のわずかな段差や、それ

ほど意識 しなかった放置自転車の存在がこれまでと違 った形で、子

どもたちの 目 に映 る。そ して教室 へ戻 り、感想 を書 く。感想 を発表

する ことで 1 つの 授業 とい う “セ ッ ト商品 ” が完成 するの で ある。

これ は典型 的な体験 学習で ある。 つま り 「体験 する」 ことその もの

がね らい とな って いる。 教科 書 に書 かれた こ とを、 “読む こ と－で

学ぶか 、 “体験 す るこ と什で学 ぶ かの違 い はあ る。 しか し、そ こか

らの発展はない。体験学習法はそうではない。体験は「手

段」「方法」「道具」である。「体験によって何かを学ぶ」だけでな

く「体 験か ら学 ぶ ことを通 して学習 を発展 させ る」 ので ある。 たと

えば、前述の感想の段階で終わらせず、子どもたちに、「では、私

たち はこれか ら何をす べきだ ろ う」 と考え る機会 を与え る。そ れは

町で障害者 を見 かけた時の行 動や 、も っと町を （ソフ ト、

ハー ドの両面 か ら）住 みよ いもの にするた めに提案 する ことで あ っ

たりす る。す ると、さ らに学 ぶべき こと、体 験すべ き ことが見 えて

くる。体験 で終 わ らな い。体験 を活 かす、体 験か らつな ぐこ とをサ

ポーターは意識すべきである。

ヒン ト8 ∴気づ く、わ かる、 かわる 、かえる …この プロセス

を サ ポ ー トしよ う

私たちが慣れ親 しんできた学びの場は、正解を最も効率よく伝達

彦（聖泉短期大学講師、生涯学習研究所S O U P 代表）

す るとい うスタ イルで あ った 。すで にわか ってい るこ とを、無駄 な

く、 しっか りと飲 み込 むこ とで、限 られた 時間 に多 くの知識 を得 る

とい うもの であ る。教科 書の 内容 を、時間 内に学 ぶとい う学校での

学 びを例 に あげる とわ か りやす い 。「よ くわ かる算 数」 な どとい う

教科 書のネ ーミ ングに もある よ うに、学校で は 「わ かる こと」をね

らいと して授 業が展 開 される。 これ に対 し、子 ども たちの主 体性 を

引 き出す学 びの場 には、 さ らに前段階 と して 「気づ く こと」 が必要

と考 える 。 この 「気づ くこと」、気づ き を促す ため に は、体験 とい

う「手段」「方法」「道具」が有効なのである。

前述の車イス体験の例で言えば、町へ出て車イスに乗るという体

験が気づきを促 し、車イスを利用する当事者の理解、町のあり方、

自分 自身のあ り方 を知る機会 となる。 さ らに、これま でと違 う価値

観やものの見方、感 じ方といった変容へつながる可能性が生まれる。

気づ く、わか る、かわ るとい うプロセス がそ こにある。 4 つ

めの「かえる」が意味するものは、子どもたちが社会に対して、主

体的 に働 きか ける ことであ る。 プログ ラム、そ して個 々の ア クテ ィ

ビテ ィをデザ イン し、適切 なサ ポー トを すれば 、 4 つの 流れ を作 り

出す ことができる 。

ヒン ト9 ．子 どもたちが表現 す ることは、 すべて正解 であ る

と認識 しよう

気づ く、わか る、か わる、 かえる … こう した プロセス を意識す る

ことは大切 であ る。 しか し反面 、 プロセス を・意識 するあ ま りに、 あ

る いはあ るべき ゴール （成果 ）を 目指 すあ ま りに、子 どもたち に対

して誘導的 にな ってはな らな い。子 どもた ちに向き 合 う際 、とか く

お となは正 解を示 した がる。 おとな になる までの経験 か ら蓄積 して

きた知識や最も効率の良い問題解決の方法を示して しまう。サポー

ター は、そ うした もの を敢 えて封 Eロして子 どもたち に向き合 う必要

があ る。「いま、 ここで」 目の前 の子 どもた ちが体験 を通 して感 じ、

そ して発言 する言 葉、取 らん とする行動 …そ れ らすべ てを まずは受

け止 める ことが重 要であ る。 おとな と して 、子 ども たち に気 づい て

ほ しい事柄 や、明 らかな正 解 に対 して 、ず いぶん と回 り道 を して も

いい。回り道には回り道の持つ意味がある。最短距離で正解にたど

りつ く ことよ りも 、自 らの 発言 や行動 が保障 された場面 を提供 する

ことに こそ大 きな意 義 があ る。「あな たた ちが感 じたこ と、発 言す

る こと はすべ てが素 晴 らしい答 えで す。す べて が正 解で す。」 こ う

投げ かけれ ば、子 どもた ちは生 き生き と語 り始 める 。そ して 、お と

なとの信頼関係も築いていけるはずである。

学 びの 場を うま く作 り出すた めには 、これまでの お となの あ り方 、

指導者のあり方を提え直す必要がある。次回もこのことについて、

考えたい。

子ど もの権 利 条約 第59 号・ 200 1年 12 月20 日号

』
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子 どもの権利条約フォーラム in あおも り開催 ！！

地域からの権利実現 in 青森
共生の森へ。こどもとおとなの自分育ち

主催 ：子どもの権利条約フォーラム in あおもり実行委員会

共催 ：青森市 青森市教育委員会

（2 0 0 1年 1 1月2 4 日、2 5 日 於 ：青森市男女共同参画プラザ他）

紙幅の都合 上 、 この ニ ュース レターでも継続 的 に取 り上 げて いる子 ども参加 や、 12 月 1 7 日よ り開催 され てい る第 2 固児 童の

商業的性的搾取 に反対す る世 界会議 （横 浜会議 ）関連 、 そ して、地元青森 の大学院生 によ る分科会 を中′むに報告 します。

～ 分 科 会 報 告 ～

第1分科会

「入門講座 ：子どもの権利条約 と学校」

内田 塔子 （子 どもの権利 条約 ネ ッ トワー ク）

報告は、北海道幕別町立札内北小学校教諭の伊藤義明さん、

司会は、早稲田大学教授の喜多明人さん。札内北小学校では、

子ども にと って真 に楽 しい学校を つ くるため に、昨年 度か ら

子ども参加 が実践さ れてきた 。

＜ 札内北小学校の実践＞

運動 会・北 小 まつ り・ 学 習発 表会 を、企 画か ら運 営まで 、

すべて子 どもたちの手 でつ く って いく実践。（詳細 は、「学校

を変 え る ～ 子 ど も 参 加 の 学 校 の 創 造 」 ニ ュー ス レ タ ー

N o．5 8 、P 2 －3 を参照の こと。）

＜ 実 践 を進 め る プ ロ セ スー まず 、待 と うー ＞

教師 は子 ども にと って絶 対的 に上 の立場。 こ こを崩 さない

とこの取 り組み は難 しい 。子 ども たちが、 自分 たち で実行で

きる こと、 自分の 意見 を教 師に否定 されな いこ とを経 験 し自

信をつ けてい くことが大事 。教師の 意見も 1 意見で 、子ども

たちの話 し合いの 中で却下 される可 能性が あるよ うになるの

が目指 すと ころ 。そのた めに、子 どもたちの 意見を頭 か ら否

定してす ぐに指導 するの ではな く、まず教師 が待ち 、子ども

たち に自由にや らせてみ る ことか ら始めた 。時 に子 どもたち

は、自分 たちの や り方で 実行 してみ たものの失 敗す るこ とも

あった。 しか しそ の経験 が子 どもた ちに残 り、子 どもたちが

次失敗 しないた めには どうすれ ばいいのか を自然 に考 えるよ

うになる。そ こが貴重。子 どもが失 敗するの を見て い られる

余裕が教師に必要。

会場 か らは、学 校 を変え て いく にはど うすれ ばい いの か、

真剣 に考 える親たち か らの活 発な質問 が相 次いだ。

第10 分科会

「感 じてみよう買われる子 どもの気持ち」

渡邁 奈美子 （国際子ども権利センター）

第 10 分科会 午前の部 では、「感 じてみよ う買われ る子 ども

と題 した ワー クシ ョップを行な いま した。前半 は、

子どもの権 利 条 約 第 59 号・ 20 01年 12 月20 日号

ぼ芸

南の 国の子 どもが都会 に出て売春 せざ るえない よ うな状 況 に

なったとき、主人 公は どうするの かを グルー プで話 し合 って

もらいま した。参 加者 は、主人公 の置か れた貧 困な どの 背景

を考 えなが らも買春 はいや だと、苦渋 の選択 を して いま した 。

後半 は、主人公 の子 どもたちの状 況を を変 えるた めに、 どん

な子 どもの権利 が実現 すればい いのか を話 し合 いま した 。グ

ループ ご とに子 どもの 権利 を 3 つ選 ぶ ア クテ ィ ビテ ィで は 、

みな頭 を悩ませな が ら活発 な意見交換 が行わ れてい ま した。

アクテ ィビテ ィの後 は、権利実 現を 目指 す子 ども達の 活動

紹介 と して 、イ ン ドの働 く子 ども達の 労働組 合 と、第2 国子

どもの商業的性的搾取に反対する世界会議（横浜会議）の子

ども＆若者参加の紹介を行ない、最後は、みなで横浜会議に

向けて メ ッセ ージ を作 りま した。「子 ども の活 動を 応援 して

いる大 人 もい る よ。」「先 進 国の 取 り組 み を盛 ん に してい こ

う！」 な ど熱 いメ ッセージがた くさんあ りま した。 これ らの

メッセー ジは、本会議場 に貼 りだ し、各 地に横浜 会議 を応援

して いる仲間が いる ことを伝えます 。

この ワー クシ ョップでは、横5兵会議及 び子 ども買春の こと

を青森 に集 ま った多 くの 方 に知 って も らう ことが 出来 ま し

た。 これか らも、各地 の応援 を胸に、子 ども買春 根絶 と子 ど

もの権 利の実現 にむ けてがんば っていき ます ！

第1 2分科会

きっさか た りば

店主 小林祐也・谷川 毅 （青森大学大学院）

どこでやる かも決 まっていな い不思議 な分科会 。さ りげな

く看板 を立て 、温か いお茶 とち ょっと したお菓子 を用意 して

ただ ひたす ら来 る人 を待 つ。 どこ にも 自分を当 てはめ られな

いけど、言いた い ことはある とい う人 のため に設置 した空間



です。午後 か ら人 はち らほ らと現れ てあ っという問 に人 の輪 。

午前の 自分 の希望 していた分 科会 が終わ って、それ か らこち

らにきた とい う人 。分 科会の合 間 に弁 当を食べ にき た人。そ

れぞれお茶 を囲み なが ら自分紹 介 、活動紹介 な どを してい ま

した。よ く出ていた話 題 と しては、 自分が この 活動 に参加 し

たき っか けで した。世 の中で一 番忘 れ去 られ ている 空間。そ

れに、少々い いかげん にやる。 これが 、モ ッ トー です。

この場の中 で人 の話 を良 く聞 き 自分 の意見 も話す ことが大

事です。 どち らかが一方 的 に話 をす るとそれ だけで盛 り上が

りません 。店主 と して一 番気 を使 った点 で した。 周 りには 、

それ ぞれ別な ことを している一 般市民 もいま したので 、この

空間が不思議 に思 えたか も しれませ ん。

このかた り場 も継続性 が大事 と考え てホームペ ー ジのほ う

へ場所 を移 しま した。設 け られ た交流 スペース でな く、自分

で創り出す交流の輪。今後は、いろいろな人が話を出来る場

であ り続 ける ようになれ ばいいな あと思 います 。来年 こんな

場が 出来 た ら、その際 は名 刺交換・ 自己紹 介の場 と しての機

能を充実させたいです。

h tt p ：／／W W W ．g e O C it ie s ．c o ．jp／S w e e t H o m e －S k y b 山 e／

6 5 8 7 ／ind e x．htm l

～フ ォーラムに参加 した子 どもたちか ら～

☆久保 友仁 （高 2 、子どもの権利条約ネ ットワーク

子どもの声を国連に届ける会）

今回参加 して一 番良か った ことは、様々 な形で子 どもの権

利と向き合 ってい る多 くの人 に出会 い、話 をする ことができ

たことです 。知識 を身 につ けるだけな ら独 学で もできますが 、

こう して多 くの人 と語 り合 えた ことは今回の フ ォー ラムに参

加した大きな 意義であ った と考 えています 。

フ ォー ラム2 日 目に参 加 した、子 どもの性 的搾取 とセ クシ

ュアル ライ ツについ ての分科会 では、 まず午前 中、性的搾 取

の実 例を新聞記 事で学 び、その 悲惨さ と深刻さ を改めて感 じ

ました。続 いて2 人 の子 どもの物 語を もと にどんな権 利が C

S E C 根絶のために必要なのか話 し合い、今後国際社会にど

のよ うな取 り組 み が求 め られ る のか 深 く考 え させ られ ま し

た。最 後には横浜会 議 に向けて メ ッセー ジを書き 、みんな で

思い を確認 しあい ま した。

午後 はセ クシュアルライ ツにつ いて話 し合 いま した。最初

に性教 育や成年 向け雑誌の 影響な どにつ いて意見 を交わ した

後、無意 識の うち に持 って いる男女 間の偏見 を確 かめるゲー

ムを しま した。 自分 自身が持 って いる差別意 識に気 づかされ

ると共 に、「無 意識 」の恐 ろ しさ を感 じま した。そ の後 はゲ

ーム を踏 まえて男 っぽさ女 っぽさ とそ れを作 り上げ る社会 に

ついて話 し合い ま した。少人数 なが ら中身の ある話 し合いが

できま した 。

今 回の フ ォーラ ムは 「子 どもの権利 条約」の 大切 さを改め

て確 認する ことのでき る良い機会 だ った と思います 。

☆田森 紀士 （高校生 、子 どもの権 利条約 ネ ッ トワー ク）

1 日 目は 「子 どもア クシ ョン広 場」 に参加 しま した。今 年

で子 ども と して参カロする最後の 「子 どもア クシ ョン広場」 で

す 。毎年走 り回 つて、みん なでお しやべ りを して 、いつの間

にや ら打ち解 けてい るとい う不思議 なイベ ン トです。 いつも

な ら何 にもな い部屋 でやるの ですが 、今年 はなんと椅子 がび

つち りと並ん でいる ‾ごはな いですか ！と りあ えずどんな こと

が始 まるのか ドキ ドキ・・・ 。

そ して始 まったのが 団体紹介 。ア クシ ョン しない じやん ！

とか ツ ツコミ を入れて しまい ま したが 、内容 はとても面 白か

つたです。その中で一番気になったのは、干葉県佐倉市で子

どもた ちの街 「ミニ佐倉」 をつ くろ うと取 り組ん でいる団体

による 「ミニ ミュンへ ン」 の報告 で した 。 ドイ ツで取 り組 ま

れてい る 「ミニ ミュンヘ ン」 とは、子 どもが小 さな街の中で

好きな ことを して お金を稼 ぎ、そ れを使 う。その町 には飲食

店や娯楽施 設、市議会 、マフ ィアまであ り、正 に街そのもの 。

その中で子 どもた ちは市民 と しての 役割 を学習 して い くとい

うものだ そ うです 。さ らに 「ミニ ミュ ンヘ ン」 の予算 は市の

補助金と企業等の寄付金で賄われ、食材は市場から無料で提

供（ り され ているそ うです。

この取 り組みは近 々 日本 でも行わ れるそ うで、ぜ ひがんば

つてほ しい です。そ して、 自分 の 回りでも こん な ことができ

るく らいの人 々との 関係 を築い ていきた いと思い ま した。

☆黒河内 政行 （rE F C 』編集長）

私 は今回の青 森で子 どもの権利 条約 フ ォーラ ムに≡」要目の

参加 になる。去 年の群馬 フ ォー ラムの 時はシ ンポジウム に参

加した こ ともあ り群馬の 同年代 の人た ちとはあ ま り話をす る

ことはできず後悔 した 。それで今 年の フォーラムで は青森の

同年代 の人たち と交流 した くて 、大 阪か らフ ォー ラムに参カロ

する ことに した 。

フ ォーラム当 日、私が活動 して いる子 どもの視点か ら身 近

な社会 問題 を追及 す る情 報誌 rE F C 』 につ いて ア クシ ョン

広場で アピール し、全国各 地か ら参加 してい た同年代の人 た

ちの ア ピール も 聞 けて と ても勉 強 にな った。 しか し青森 の

1 0 代の子 どもの権 利の 状況 につ いて一 番よ く究］つてい るは

ずの同年代 の当事者 があ ま り参加 してお らず 、会えな くて残

念だった。

ただ青森 の学校の 校則問題 など について活動 してい る 「チ

ャイル ドコミュニ ケー シ ョン」代 表の下 山 さん （2 1 歳） か

らはお話を聞 けた。例 えば青森 のある学 校で はいまだ に制 服

のスカー トの丈 を計 っている とい うこと等、私 にと って は想

像す らで きな い こともた くさ んあ って 、私は分 科会 で 10 代

の問題 をやれ ばいいの にと思 った 。

来 年の千 葉 のフ ォー ラムで は、私 は 1 9 歳 にな っていて大

人の年代だが、青森の 1 0 代の人たちとも出会えるのを楽 し

みに大 阪で子 どもの人 々と共 に活動を していき たいと思 って

いる。
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『 常識不信～子 どもたちの心の叫びと編む私たちの変遷』

2 1世紀教育研究所C ＆C 編、本の泉社、2 0 0 1年 1 0 月

不登校や引きこもりなどを経験 した 1 0 代の若者が、学校や家庭

で、そ して社会で感 じた、両親や教師といったおとなたちの「常識」

という枠に縛 られた当時の対応への失望や怒 り、現在の心境をつづ

つた心の叫びを綴ったのが、この『常識不信』。

都 内の 通信 制 サポ ー ト校 の生 徒 らで つ くる グルー プ 「C ru s h ＆

C re a tio n （破壊と創造）」が企画 と編集を担当。2 0 0 0 年 5 月の結

成以来、各メンバーが自分の原稿を執筆する一方、手作りのポスタ

ーや インタ ーネ ッ トで全 国に投 稿 を呼 びか け、約 1年半 を かけて 完

成しま した。 この取 り組み は N H K 「ニ ュース 1 0」 やT B S 「ニ ュー

ス2 3 」、朝 日新聞 、東京 新聞 な ど様 々な メデ ィアで取 り上 げ られ た

こともあ り、ご存知 の方 もいるか も しれ ません。

I

●

「私は親が嫌い。大人も嫌い。大人は分かってくれない」と書き

出された序文など、10 代から3 0 代 までの約3 0 人の手記が収録さ

れていて、体罰やい じめ、自殺未遂などの体験を基に、詩、散文な

どで その想 いが静 か に、そ して深 く語 られ てい ます。 また 、出版 に

あた って難航 した編集会議の様子や、メンバー間の心の葛藤なども

ところ どころ に触 れ られて お り、メ ンバー の成長 の一 端を 垣間見 る

こともできます。さらに、入力、編集、校正などすべての過程にお

いて メンバーが 主体的 に関 つて いる ことも特徴 です。

子 どもが 何を考 え 、この社 会 をど う見て いるの かを知 りたい方 に

はお薦めです。

問合せ は 「C ru s h ＆ C re a tio n」（0 3 －5 9 1 9 －3 9 5 8 ）。

2 0 0 1年度第2 期学習講座 「ファシ リテ一夕一義成講座」
参 加 者 募 集 （20 0 2年2月14 日から3月2日まで全5回）の お 知 らせ

子ども参加 をすすめるためのファシリテ一夕ー（促進する人、力をひきだす人）養成講座 （全 5 回）を国立オリンピック記念

青少年総合センターを会場に行います （午後 6 時半～ 9 時）。

第 1 回～ 3 国 が子 ども 参加 の理 論 を 、 4 回 目は子 ど も参加 を進 め るた めの 手法 を ア クテ ィ ビテ ィを通 して 学 び、 5 回 目は参 加

者に実際 に フ ァシ リテ 一夕 ーを 行 って も らう実践 編 を予定 してい ます。

養成講座ですので、原則と して 5 国連続参カロで、定員 2 0 名です。

参加費 （全 5 回）子ども会員 ：無料、子ども ：2 5 0 0 円

おとな会員 ：4 0 0 0 円、おとな 5 0 0 0 円

詳細は事務所までお問い合わせください。

（ ただ しその場で 1 0 0 0 円を払えば会員になれます）

●
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